
議案第６号 

平成 30 年度貝塚市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の件 

平成 30 年度貝塚市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，１０２千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１０，２０６，９４５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

平成 31 年２月 20 日提出 

 

                                                貝塚市長 藤 原 龍 男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　歳　入 (単位   千円)

1. 国民健康保険料 1,881,658 △30,000 1,851,658

1. 国民健康保険料 1,881,658 △30,000 1,851,658

4. 府支出金 7,266,341 △36,260 7,230,081

2. 府補助金 7,265,141 △36,260 7,228,881

5. 繰入金 873,956 67,362 941,318

1. 他会計繰入金 873,956 67,362 941,318

10,205,843 1,102 10,206,945

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位   千円)

1. 総務費 169,295 1,100 170,395

1. 総務管理費 81,769 1,100 82,869

8. 共同事業拠出金 0 2 2

1. 共同事業拠出金 0 2 2

10,205,843 1,102 10,206,945

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 


